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 建設海岸における占用料及び土砂採取料の徴収 
 
  海岸法第７条第１項、同法第３７条の４及び同法第８条第１項の許可を与えた者から、佐賀県海岸占用料等徴収条例（平成１２年佐

賀県条例第２０号）に定める額を海岸保全区域占用料又は土石採取料として徴収する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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